
令和８年度 浜松地区中学校夏季総合体育大会【サッカー競技の部】 実施要項 

 

１．主 催 浜松市中学校体育連盟  湖西市中学校体育連盟   
浜松市教育委員会    湖西市教育委員会 

２．後 援 静岡県中学校体育連盟  静岡県教育委員会   

３．日 程 令和８年 ６月 20 日(土)，21 日(日)，27 日(土)，28 日(日)，7 月 4 日(土),5 日(日),11 日(土)   
予備日： ７月 12 日(日) ＊開会式：実施しない 

４．会 場 浜松開誠館総合グラウンド 浜松市中央区篠原町 25469-1 

 サーラグリーンフィールド（SGF）【サッカー場】 浜松市浜名区平口 3071-1 

 サーラグリーンフィールド（SGF）【スポーツ広場】 浜松市浜名区平口 3071-1 

 雄踏総合公園多目的スポーツ広場 浜松市中央区雄踏町宇布見 9984-1 

 
 

雄踏総合公園球技場(芝生大) 
遠州灘球技場（凧場） 
石人の星公園球技場(県営 G) 
オイスカ国際高等学校グランド 
可美公園 多目的広場 

浜松市中央区雄踏町宇布見 9984-1 
浜松市中央区白羽町 2834-1 
浜松市中央区江之島町 1706 
浜松市中央区和地町 5835 
浜松市中央区増楽町 920-2 

５．参 加 
資 格 

(１) 2026 年度の大会参加申込書に記載されている選手であること。 

(２) 2026 年度の中学校体育連盟の活動にかかわる負担金を納入していること。 

 (３) 2026 年度の公益財団法人日本サッカー協会に中体連所属選手として登録されていること。 

 (４) 合同チームについては、「静岡県合同チーム参加規定」に準じて編成を行うこと。 
  ① 合同チームの各校は、静岡県中学校体育連盟に加盟していること。 
  ② 合同チームの編成を希望するそれぞれの学校において、学校教育活動計画に基づいて部が設

置され活動していること。 
  ③ 合同チームの編成は、浜松・湖西地区の学校同士とする。ただし、以下の編成を基本とする。 
   ・ 11 人に満たない学校同士 

・ 11 人に満たない学校と満たしている学校  
※令和 7 年度新人戦以降に上記の条件で合同チームとなっている場合はこの限りではない 

 (５) 本大会における、個人情報の取扱いについては、以下の通りである。 

 
 

 本大会主催者は、この大会に参加するすべての競技者（生徒）の個人情報を大会運営に必
要とする用途のみに使用を限定する。また、競技者は、「大会プログラム」「会場でのアナウ
ンス」「電光掲示板への記載」「大会後の新聞発表」「中体連年鑑史等への記載」「インターネ
ット（ホームページ等）およびケーブルＴＶ放送に映像・姓名・年齢（学年）・所属及び大
会成績等の掲載・転載」により公開されることを了承の上、参加申し込みをする。 

 

６．大 会 

形 式 

 
＜予選リーグ＞ 
（１） 2 チームリーグ 1ブロック、3チーム 11 ブロックによる総当たり戦を行う。 

年間シードポイント 2ポイント以上をシード校とし、それ以外を抽選によって決定する。 
 （２）A ブロックは 1位と 2位 B～L ブロックは１位のチームが決勝トーナメントへ進出する。 
 （３）予選リーグにおける順位決定方法は以下のとおりである。 
   ① 勝ち点（勝ち…３点、引き分け…１点、負け…０点） 
   ② 全試合のゴールディファレンス（総得点－総失点） 
   ③ 全試合の総得点数 
   ④ 当該チーム同士の対戦成績 
   ⑤ 年間シードポイントの上位チーム 
   ⑥ 抽選 
 （４）⑥の抽選については、以下のような方法で実施する。 
   ア 「○」または「✕」のカードがそれぞれ入った封筒を５セット準備する。 
   イ 各チームの代表選手５名が、封筒を順番に選んでいく。（順番はトスにより決定） 
   ウ 顧問校長（会場責任者）立ち合いのもと、「○」の数を確認し、最終順位の決定を行う。 
 
＜決勝トーナメント＞ 
予選リーグを通過した 13チームと浜松開誠館中学校を加えた 14チームによるノックアウト方式 
にて優勝以下第５位まで決定する。 
 
 

 



＜試合を棄権した場合の対応＞ 
（１）予選リーグ 

・棄権したチームの勝ち点を「０点」、相手チームの勝ち点を「３点」とする。また、棄権し
たチームの失点数は、最低「３」とし勝利チームは得点数を最低「３」とする。それ以上
の数字は相手チームの予選リーグの平均失点をスコアに換算する。例えば、A チームが B
チームとの試合を棄権し、C チームに０－４で敗北した場合、A チームと B チームの試合
のスコアは０－４とする。 

（２）決勝トーナメント 
・相手チームを不戦勝とする。また、予選リーグで敗退したチームが繰り上がって決勝トー
ナメントに進出することはない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■自然災害等の影響で予定されていた試合が実施できなかった場合の順位決定について■ 
(１) 予選リーグがすべて実施できなかった場合 
  ・ 本大会のシード順（年間シードポイント順）により、試合の勝敗を決定する。 
(２) 決勝トーナメントがすべて実施できなかった場合（途中打ち切り） 

・ 勝ち残っているチームを対象に年間シードポイント順に最終順位を決定する。 
(３) その他 
  ・ 順位決定戦が実施できない場合は、年間シードポイント順に、最終順位を決定する。 

   ・ 「東海地域リーグ」「静岡トップリーグ」「静岡１部リーグ」に所属するチームは、 
勝ち残っているチームの中で、常に最上位のチームとして扱われる。 

７．競 技 
規 則 

本年度の公益財団法人日本サッカー協会競技規則（サッカー競技規則 2025/26）による。 

 

 
８．大 会 

規 定 

 

以下の項目については、本大会の規定を定める。 

(１) ボール 

・ 日本サッカー協会検定球（モルテン社製またはミカサ社製ボール５号球）を使用する。 

・ 使用するボールは、大会本部で用意する。 

 

 (２) 競技者の数 
① 選手登録は試合毎の登録とし、最大 30 名とする。 
② 各試合において、ベンチ入りできる選手は、最大 30 名とする。 
③ 試合開始 30 分前までに、ベンチ入りする選手と先発する選手 11 名に「○」をして、本部に

提出する。 
④ 最大９名までの選手交代が認められ、一度退いた選手も再び出場できる。リエントリー制。 
⑤ 出場者がベンチ入りする選手と異なる場合は、試合を没収する。 
 

 (３) 役員の数 
① テクニカルエリアに入ることができる役員の数は、５名以内とする。 
② テクニカルエリアに入ることができる役員は以下の通りである。 
・ 監督１名 
・ 大会参加申込書に記載された「部活動指導員」「学校長が認めた外部指導者（コーチ）」 
「付き添い職員」「トレーナー」の中から最大４名。 
※付き添い職員以外はチーム情報登録を必ずするようにしてください。 

③ 以下は、『暴力･体罰･セクハラ等に対する浜松市中学校体育連盟の対応』である。 
浜松地区中学校総合体育大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者
（コーチ、トレーナー等）は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者
又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとしている。校長はこの点を確認して、
大会参加申込書を作成する。なお、外部指導者（コーチ、トレーナー等）は校長から暴力等に対す
る指導措置を受けていないこととする。 
 
(４) 試合時間 

【予選リーグ】 
・ 試合時間は 50 分（前後半各 25 分）とする。 
・ ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始まで）は、５分間とする。 
 ※前半終了時から７分後に試合開始できるよう、本部から時間をアナウンスする。 
  ベンチアウトを６分後とする。指導者は時間厳守すること。 

 



【決勝トーナメント，静岡県中学校総合体育大会代表決定戦】 
・ 試合時間は 60 分（前後半各 30 分）とする。 
・ ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始まで）は、10 分間（厳守）とする。 
 ※前半終了時から１２分後に試合開始できるよう、本部から時間をアナウンスする。 
  ベンチアウトを１１分後とする。指導者は時間厳守すること。 
・ 決しない場合には、PK 方式により勝利チームを決定する。 
・ PK 方式に入る前のインターバルは、５分間とする。 
・ 同日に 2 試合実施される場合該当チームの試合終了後 1時間 30 分間隔を開けて行う。 

(５) 選手の用具（ユニフォーム等）  
① 原則、日本サッカー協会の「競技規則」および「ユニフォーム規定」に基づくものとする。 
② 本大会に登録（メンバー表に記載）した正・副２組のユニフォーム（シャツ、ショーツ及び

ソックス）を試合会場に持参し、いずれかを着用しなければならない。 
③ 正・副の２色については明確に異なる色とする。 
④ 主審は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判別しがたいと判断したと

きは、両チーム立ち会いのもと、その試合において着用するユニフォームを決定する。 
⑤ ④の場合、主審は、両チームの各２組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツ及びソ

ックスのそれぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定することができる。 
⑥ シャツには、チーム識別標章（チーム名、チームエンブレムもしくはその両方）を必ず表示

しなければならない。 
⑦ シャツの前面及び背面には、選手番号を必ず表示しなければならない。 
⑧ キャプテンアームバンドは必ず着用し、単色のものとする。アームバンドには、チーム識別

標章、選手番号、ホームタウン名又は活動地域名、選手名、広告及び文字等を表示すること
はできない。ただし、「Ｃ」「Ｃａｐｔａｉｎ」「キャプテン」等のキャプテンであること、
製造メーカー識別標章を意味する文字については、表示することができることとする。 

⑨ パンツやソックスについて、同系色であるならば、メーカーは問わない。 
⑩ アンダーシャツの色は問わない。ただし、原則として、チーム内で同色のものを着用する。 
⑪ アンダーショーツおよびタイツの色は問わない。ただし、原則として、チーム内で同色のも

のを着用する。※ユニフォームの色と著しく異なる場合は本部の判断で変更できる。 
⑫ ソックスに、テープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、

ソックスと同色でなくても良い。分離するタイプを着用する場合は同系色とする。 
  ソックスはひざ下まであげることをチームの指導者は指導する。 
⑬ ＧＫ登録が１名しかおらず、怪我等で交代しなければならない状況の場合、フィールドプレ

ーヤーが交代するＧＫのユニフォームまたは異なる番号のユニフォームを着用してＧＫと
して出場することを認める。※本部、審判の承認を得て、相手チームに必ず報告する。 

⑭ ＰＫ方式の場合において、戦術的にフィールドプレーヤーが自分とは異なるＧＫユニフォ
ームを着用して出場することを認める。その際、パンツやソックスはフィールドプレーヤー
と同じものでもよい。※本部、審判の承認を得て、相手チームに必ず報告する。 

   ※ビブス等は認めないものとする。 
⑮ 試合開始前に、用具チェック、爪が伸びていないかの確認を必ず行う。アクセサリー等を付

けている選手、爪の長い選手の出場は認めない。※ヘアバンドは認める。 
 

懲  罰 (１) 本大会期間中に、警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。 
(２) 本大会において、退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、それ以後の処置につい

ては、「顧問校長」「浜松地区中体連サッカー競技部長」「会場責任者」で構成される大会規律
委員会において決定する。 

(３) 本大会最終戦で退場になった選手は、「浜松地区中体連夏季総合体育大会サッカー競技の部」
以降に行われる大会（「静岡県中学校総合体育大会サッカーの部１回戦」）に出場できない。 

(４) 本実施要項の記載事項にない懲罰に関する事項は、大会規律委員会にて決定する。 

表  彰 

 

 

(１) 優勝以下第３位（２チームが該当）までに表彰状ならびにメダル（最大３０名）を授与する。 
(２) 優勝チームには優勝杯を授与する。 
(３) 第５位（４チームが該当）に表彰状を授与する。 
(４) 開誠館中とシード校（第 1～第 13）以外のチームが、「決勝トーナメント進出」した場合に、

敢闘賞を授与する。 
(５) 本大会の上位７チームには、「静岡県中学校総合体育大会サッカーの部」の出場権を与える。 



そ の 他 (１) チームベンチは、試合日程の左側のチームが本部からみて左側に入ること。 
(２) ウォーミングアップは指定された場所で行うこと。なお、登録選手以外がフィールド内へ入

ることを認めない。※各会場朝の打ち合わせ会で確認。 
(３) 審判に対するアピール、判定に対する不服等、言動で表さないこと。 
(４) 選手や保護者、指導者、外部コーチについては、その学校で責任をもち、品位を汚さぬよう指

導、注意すること。 
(５) 来場者の試合観戦は、ベンチの反対側とする。 
   ※試合の撮影等は観戦場所で行うこととし、登録されている選手でもよいこととする。 
(６) 会場使用上の注意を絶対に守ること。 
(７) 何らかの事情により、登録された監督をはじめとする役員がすべてベンチに入れない事情が

発生した場合には、大会本部（顧問校長、競技部長）の判断のもと代理を置くことができる。 
(８) 6 月 3 日(水)の打ち合わせによりすべての組み合わせを決定するため、予選リーグ後の決勝 
  トーナメントの組み合わせ抽選会・打ち合わせ会は行わないものとする。 

試合の中断
等への対応 

(１) 雷雨、暴風等、その他不測の事態により試合が続行できない場合は、大会本部で協議する。 
(２) 試合中、落雷の予兆があった場合は、速やかに試合を中断する。また、選手および来場者、大

会役員は、直ちに近くの建物、自動車、バスの中など、安全な場所に避難する。試合再開につ
いては、雷活動が止んで 20 分以上が経過し、安全の確保ができた段階で判断する。再開する
場合は、試合時間、スコア等、中断時からの再開とする。 

(３) 落雷の危険性や暴風雨等の理由で、試合開始後に試合を中断・延期した場合には、後日、中断
した時点の状況から再開するものとする。落雷の危険性については本部にて雷チェッカー等
を利用してその基準に照らし合わせて運用する。 

(４) 自然災害等により、大会運営に大幅な支障をきたす場合については、大会本部の判断により、
試合時間等を変更する。 

(５) 台風の襲来、競技が行えない悪天候が長時間続く場合には、予め試合を延期する。 

熱中症対策 熱中症対策として、下記のような対策を講じる。 
(１) WBGT 値「28℃未満」の場合 … 「飲水タイム」(※１)を設ける。 
(２) WBGT 値「28℃以上」の場合 … ２分間の「Cooling Break」(※２)を設ける。 
(３) WBGT 値「31℃以上」の場合 … 「飲水タイム」と２分間の「Cooling Break」(※３)を設ける。 
※WBGT 値が著しく高い数字を示した場合、本部で協議し、上記とは別の対応をとる場合がある。 

感染拡大 
防止対策 

(１) 本大会に参加する選手は、発熱やかぜ等の症状がある場合には参加を控える。 
(２) 会場内で体調がすぐれない選手がいた場合は、すみやかに保護者へ連絡し、引き渡す。 

災害発生及
び警報等発
令時の対応
について 

(１) 地震発生時に伴う対処 
① 震度４以下  → 大会実施 
② 震度５弱以上 → 大会延期 

※大会開催中の場合は、原則、選手は会場に留め置く。安全確認後、保護者へ引き渡し。 
(２) 津波発生に伴う対処 
  ～ 全会場 ～ 

① 津波注意報の発令 → 大会実施（ただし、選手の安全を最優先とする） 
② 津波警報の発令  → 大会延期 

※大会開催中の場合は、原則、選手は会場に留め置く。安全確認後、保護者へ引き渡し。 
(３) 暴風警報等発表に伴う対処 

① 暴風警報 → 大会延期 
② 「台風以外の」大雨警報 → 大会実施 
③ 「台風による」大雨警報 → 原則、大会実施。ただし、選手の安全が確保されない場合は、

延期とする。 
(４）「高齢者等避難」「避難指示」発令に伴う対処 

（※発令された地区に所在する学校） 
  ① 高齢者等避難           → 大会延期。ただし、大会開催中に発令され、かつ運営の状況 

によっては再開される場合がある。 
※大会開催中の場合は、原則、保護者へ引き渡し。安全確認できない場合、選手は会場に留め置く。 
  ② 避難指示           → 大会延期。ただし、大会開催中に発令され、かつ運営の状況 

によっては再開される場合がある。 
※大会開催中の場合は、原則、選手は会場に留め置く。安全確認後、保護者へ引き渡し。 

（５）「熱中症特別警戒アラート」発表に伴う対処 → 大会延期 
 



指導者打ち
合わせ会及
び組み合わ
せ抽選会 

(１) 予選リーグ 組み合わせ抽選会 
日 時：令和８年６月３日(水) 
時 間：14 時 00 分～ 
場 所：積志協働センター３０２号室 

 【提出書類】 ① 大会参加申込書（職印） 
         ※ 大会参加申込書の記載事項に変更が生じた場合は、改めて、大会参加申込書

を提出すること。 
② 外部指導者申請書（トレーナーを含む） 

③ 選手証のコピー（全学年分） 

  

 
 
 
 
 
 
 
※１…飲水タイム 
 ・前後半 1回ずつそれぞれ半分の時間が経過した頃、試合の流れの中で両チームに有利、不利が生じないよう

なボールがアウトオブプレーの時に、主審が選手に指示を出して全員に飲水させる。（理想は中盤でのスロ
ーイン） 

 ・ 選手はあらかじめラインの外に置かれているボトル（水筒×）をとるか、それぞれのベンチ前でベンチのチ
ーム関係者から容器（水筒）を受け取って（手渡しは避ける）、ライン上で飲水する。その際、容器を取る
ために一時的にラインを越えて、フィールドから出ることは許可する。 

 ・ ボトル（水筒）の中身は、原則、水のみ（芝生を傷つけたりする恐れがあるため）とする。会場によっては、
スポーツドリンクでも可。 

 ・ 飲水タイムは 30 秒～１分間程度とし、主審は選手にポジションにつくよう指示して、なるべく早く試合を
再開する。 

 ・ 飲水に要した時間は、アディショナルタイムとして追加される。 
  
 
※２…Cooling Break 

・ 前後半 1 回ずつ それぞれ半分の時間が経過した頃、２分間の Cooling Break を設定し、選手と審判員は以
下の行動を取る。 
① 日影のあるベンチに入り、休む。 
② 氷、アイスパック等で体を冷やし、必要に応じて着替えをする。 
③ 水だけでなくスポーツドリンク等を飲む。 

 ・Cooling Break に要した時間は、アディショナルタイムとして追加される。 
 
※３…飲水タイム＆Cooling Break 
 ・前後半それぞれ 3分の 1が経過したとき（25分ゲームの場合 8分頃、30 分ゲームの場合は 10 分頃）飲水 

タイム、3分の 2が経過したとき（25 分ゲームの場合 18 分頃、30 分ゲームの場合 22 分頃）Cooling Break 
を設定し、※１※２に記述されている行動を取る。 

 ・それぞれに要した時間は、アディショナルタイムとして追加される。飲水タイムは原則 1 分、Cooling Break 
  は原則 2分の追加となる。 

【留意点】 
・ 両チームに有利、不利が生じないようなアウトオブプレーの時に、主審が判断して設定(笛を吹く)する。 
・ 戦術的な指示も認められる。主審の指示で速やかにグランドに戻る。 
・ サブメンバーは出場メンバーと区別するため、必ず、試合に使用しているユニフォームと別色のビブスを 

着用する。 
・ Cooling Break を設定する場合は、試合前またはハーフタイム時に両チームに伝達する。 

●連絡先 中体連サッカー競技部⾧ 
鈴木義典（北浜東部中学校） 

●住 所 〒434-0028 
浜松市浜名区上善地 317 番地 

●ＴＥＬ 053(586)3177 
●ＦＡＸ 053(586)4373 
 


